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いじめ発生時の対応フローチャート
～「いじめ防止対策推進法」第23条いじめに対する措置より～
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報告・連絡・相談
の徹底

・普段から小さなサイン・兆候を
見逃さない

・保護者との連携
・アンケート調査や教育相談
・教職員相互の情報交換・共有

○いじめは絶対に許さないという強い態度を示す。
○被害者の立場に立って指導を行う。
○迅速かつ組織的に対応する。

いじめの
未然防止


